
 

 

国からの指定等に基づき法人が実施する事務・事業に関する政策評価（個票） 

 

事務・事業名 ・勤労者財産形成貯蓄契約にあた

る生命共済事業 

担当部局・担当課室 雇用環境・均等局勤労者

生活課 

評価実施時期 令和４年３月 

根拠法令等 ○勤労者財産形成促進法（昭和 46
年法律第 92号）第６条第１項
第２号 

○勤労者財産形成促進法施行令
（昭和 46年政令第 332号）第
５条第３号 

○勤労者財産形成促進法施行規則
（昭和 46年省令第 27号）第１
条の２の２ 

類型 その他 

指定等の形態 指定 

事務・事業の

概要 

○事務・事業創設時の趣旨 
勤労者財産形成貯蓄制度は、国と事業主が協力して勤労者の計画的な財産形成を

支援することを目的としたものである。具体的には、事業主が給与天引きにより勤
労者に代わって預入等を行うことにより、勤労者の計画的な貯蓄を支援するもので
ある。 
勤労者財産形成貯蓄制度には、預貯金のほか、勤労者が「生命保険会社等」との

間で締結した生命保険契約で一定の要件を満たすもの等も含むものとされている
（勤労者財産形成促進法第６条第１項第２号）。 
この「生命保険会社等」としては、法律の規定に基づき生命保険や生命共済を取

り扱う法人を幅広く包括することを基本としつつも、勤労者の計画的な財産形成を
促進するという法の目的から、長期安定的な商品を取り扱い、適切に業務運営を行
うことのできる法人である必要があることから、法律・政令にあらかじめ規定する
もののほかは、厚生労働大臣（当時は労働大臣）が指定することとしたものであ
る。 
 
○事務・事業の内容 
勤労者財産形成貯蓄事業の実施 

 

事務・事業の

目的 

勤労者の計画的な財産形成の促進 

 

 関連する

政策目標

等 

基本目標Ⅳ 女性の活躍推進や男女労働者の均等な機会と待遇の確保対策、非正規

雇用労働者の待遇改善、ワーク・ライフ・バランスの実現等働き方改革を推進す

ること 

施策大目標 働き方改革により多様で柔軟な働き方を実現するとともに、勤労者生

活の充実を図ること 

 

法人の指定等

の状況 

別紙のとおり 

 

指定・登録

等の基準に

対するよく

ある問合せ

特になし 



 

 

 

と回答 

料金等・積

算根拠 

別紙のとおり 

 

事務・事業

の実績等 

○実績（令和３年度末） 

○310千件、残高 845,265百万円 

 

国からの補

助金等 

－ 

事務・事業

の見直し状

況（これま

での検証） 

「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審
査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」（平成 18年８月 15日閣議決定）
に基づき、以下の見直しを行った。 
● 勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令（平成 20年政令第 165号）
及び勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令（平成 20年厚生労働省
令第 105号）により、指定基準に係る詳細な事項を定めた。（平成 20年 4月） 

● 指定を受けた法人に係る事項をインターネットで公開した。 

事務・事業

の必要性・

有効性等 

●事務・事業の必要性 
財形貯蓄事業は、事業主と国が勤労者の計画的な財産形成を支援するものであ

り、豊かで安定した勤労者生活の実現を図るという観点から必要な事業である。 
 
●事務・事業の妥当性 
一定の基準に該当する場合には、法定法人以外の法人についても財形貯蓄として

取り扱うことのできる生命共済の事業を行う法人として指定することは、利用者の
利便や選択肢の拡大等の観点から適当である。 
 
●事務・事業の有効性 

現在指定されている法人が取り扱う財形貯蓄は 310千件、残高 845,265百万円と

広く勤労者に利用されており、勤労者の計画的な資産形成を促進するという目的を

達成する上で有効である。 

 

事務・事業

の執行体制

の妥当性等 

○指定等を行う妥当性 
財産形成貯蓄制度は、勤労者の計画的な資産形成を促進することにより、勤労者

の生活の安定を図ることを目的とした制度である。このような制度の趣旨に照ら
し、また勤労者が不利益を被ることのないよう、勤労者財産形成貯蓄契約に該当す
る契約を勤労者が締結する相手方について、一定の基準に沿って指定を行うことは
適当である。 
 
○事務・事業実施主体の適格性 
●指定等の基準の妥当性 
指定基準を満たすものであれば、法人の種別・指定数等の規制はなく広く参入可

能であり、指定基準についても平成 20年４月に省令において内容を明確にした。具
体的には、扱う商品の安定性・長期性、事務処理の適切性、一定の経営基盤等を基
準としており、勤労者の計画的な資産形成のための貯蓄商品が安定かつ健全に運営
されることを担保するため適切なものとなっている。 
 
●実施主体としての指定等法人の適格性 

 指定されている警察職員組合は、上記基準に適合しており、勤労者財産形成貯蓄

は適切に運営されている。 



 

 

 

政策効果の

把握の手法

及びその結

果 

当該法人から提出される決算書、財形貯蓄契約件数、貯蓄残高等の実績報告書 

学識経験を

有する者の

知見の活用

に関する事

項 

特になし 

政策評価を

行う過程に

おいて使用

した資料そ

の他の情報

に関する事

項 

特になし 

評価結果の

総括 

（現状分析

（事務・事

業の評価）

と今後の方

向性） 

 

財形貯蓄事業は、事業主と国が勤労者の計画的な財産形成を支援するものであり、

豊かで安定した勤労者生活の実現を図るという観点から必要な事業である。 

勤労者の利便等を図りながら、一定の安全性を図るという点で、現行の事務・事業

は有効に機能しており、今後とも、引き続き本事務・事業を適切に実施していくこと

としたい。 

備考  



 

 

 

別紙 

 

合計１法人 

 生活協同組合（１法人） 

 

法人名 指定等の時期 連絡先（ＴＥ

Ｌ） 

料金等・積算根拠 

生活協同組合（１法人） 

警察職員生活協同組

合 

昭和 59年１月 10

日 

03-5213-8383 特になし。 

 

 


